
【平成30年4月1日以降】

通常 FD申請

30㎡以内 5,000 3,000 5,000 9,000 10,000

30㎡を超え100㎡以内 9,000 7,000 9,000 11,000 12,000

100㎡を超え200㎡以内 14,000 12,000 14,000 15,000 16,000

200㎡を超え500㎡以内 19,000 17,000 19,000 20,000 22,000

床面積の合計 計画変更
中間検査
（甲地域）

完了検査
（甲地域）

30㎡以内 5,000 11,000 12,000

30㎡を超え100㎡以内 9,000 15,000 16,000

100㎡を超え200㎡以内 14,000 22,000 23,000

200㎡を超え500㎡以内 19,000 29,000 31,000

地域区分 加算額

乙地域 2,000

丙地域 4,000

甲地域

乙地域

丙地域

公社確認 公社外確認

設置数１の場合 13,000

設置数２以上の場合 11,000

エレベータ１基あたり 確認
計画変更

完了検査

9,000 4,000 5,000

建築設備

建築確認検査手数料

一般

　床面積の算定方法　　　建築確認の場合：当該建築に係る床面積
　　　　　　　　　　　　　　　　計画変更の場合：計画変更に係る部分の床面積の１／２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 変更により床面積が増加する場合は、増加する床面積

　　　　    建築物の配置の変更は30㎡以内

確認 中間検査
（甲地域）

完了検査
（甲地域）

床面積の合計 計画変更

公社以外で確認及び中間検査を行った場合

　床面積の算定方法　　　計画変更の場合：当該建築に係る床面積
　　　　　　　　　　　　　　　　中間検査、完了検査の場合：当該建築に係る床面積

室戸市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、奈半利町、田野町、北川村、馬路村、
大川村、中土佐町、檮原町、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

地域区分

高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、いの町、日高村

安芸市、須崎市、安田町、芸西村、本山町、大豊町、土佐町、仁淀川町、佐川町、越知町

乙地域、丙地域については、上表の中間検査（甲地域）及び完了検査（甲地域）の額に次の額を加算する

中間検査及び完了検査の加算額

上記、手数料根拠

手数料の減免

　上記の手数料の額は、高知県建築基準法施行条例第31条及び高知県建築基準法施行細則第27条の規定を準用し
て減免することができる




